
 2025 年 11 月 25 日 

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 

 

 

当社出向者による不適切な手段での情報取得事案に係る役員の処分について 

 

 

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社（代表取締役社長：舘 誠一、以下「当社」）は、本年 9 月

13 日※1 および 11 月 18 日※2 に公表しました当社から金融機関への出向者による不適切な手段で

の情報取得事案※に関し、以下のとおり役員の処分を行いました。 

※1 「当社に関する一部報道について」 

https://www.nw-life.co.jp/news/release/pdf/n250913.pdf 

※2 「当社出向者による不適切な手段での情報取得事案に係る調査結果について」 

https://www.nw-life.co.jp/news/release/pdf/n251118.pdf 

 

＜役員の処分（報酬の減額）＞ 

名前 役職 内容 

米田 茂晴 常務執行役員 報酬月額の 2.5%×1 ヵ月分 

鈴木 暁 取締役 執行役員 報酬月額の 2.5%×1 ヵ月分 

※上記のほか、当事案に関係した職員に対し、当社規程に基づき処分を実施しています。 

 

お客さまをはじめとした関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしていますことを 

深くお詫び申し上げます。このような事案を発生させたことを重く受け止め、発生原因を踏まえ

た再発防止策に全社を挙げて取り組むことで、皆さまからの信頼回復に努めてまいります。 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

 

 

 

ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター 

電話番号：0120-625-566（通話料無料） 

受付時間：月～金曜日 9：00～17：00（祝日、12/31～1/3 を除く） 

https://www.nw-life.co.jp/news/release/pdf/n250913.pdf
https://www.nw-life.co.jp/news/release/pdf/n251118.pdf

